
（新旧対照表）用地補償総合技術業務費積算基準 
（下線部分が今回改正箇所） 

新 旧 
（参考）用地補償総合技術業務費積算基準 

 

 

第１（略） 

 

 

第２ 積算基準 

１ （略） 

２ 業務費の内容 

（１）（略） 

（２）その他原価 

その他原価は、間接原価及び直接経費（材料費等と旅費交通費を

除く。）に区分するものとする。 

なお、打合せ協議、公共用地交渉等に係わる技術者の旅費交通費

に計上される基準日額は、直接人件費としてその他原価の対象とす

る。 

１）間接原価 

当該業務担当部署の部門管理者・事務職員の人件費、当該業務

担当部署に係る地代家賃・賃借料・減価償却費・消耗品費・通信

運搬費・熱中症対策費用（当該業務に従事する技術者に対する費

用）等、当該業務の業務原価のうち直接原価以外のものとする。 

また、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策に関する費用

については、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うもの

とする。積み上げ計上を行う場合は、熱中症対策費用（当該業務

に従事する技術者に対する費用）と重複がないことを確認するも

のとする。 

（３）及び（４）（略） 

 

 

 

 

（参考）用地補償総合技術業務費積算基準 

 

 

第１（略） 

 

 

第２ 積算基準 

１ （略） 

２ 業務費の内容 

（１）（略） 

（２）その他原価 

その他原価は、間接原価及び直接経費（材料費等と旅費交通費を除

く。）に区分するものとする。 

なお、打合せ協議、公共用地交渉等に係わる技術者の旅費交通費に

計上される基準日額は、直接人件費としてその他原価の対象とする。 

１）間接原価 

当該業務担当部署の部門管理者・事務職員の人件費、当該業務担

当部署に係る地代家賃・賃借料・減価償却費・消耗品費・通信運搬

費                              

 等、当該業務の業務原価のうち直接原価以外のものとする。 

                              

                               

                               

                               

      

（３）及び（４）（略） 

 

 

 

 

 



 

３ 業務費の積算 

（１）（略） 

（２）各構成費目の積算 

１）（略） 

２）直接経費 

直接経費は、次により積算するものとする。 

イ （略） 

ロ 旅費交通費 

宿泊、滞在を伴わない業務の場合の旅費交通費の積算に当たっ

ては、直接人件費に対し、下記表の率を乗じた額を旅費交通費と

して積算する。 

往復旅行時間にかかる直接人件費は積算上含まれているため、

別途計上しない。 

現地条件等により下記表によりがたい場合は、国土交通省が公

表する設計業務等標準積算基準書（参考資料）第１編総則第２章

積算基準第１節積算基準１－３－３を適用する。 

区分 旅費交通費 

用地補償総合技術業務 直接人件費の２．９７  ％ 

注 （略） 

 

 

以下（略） 

 

 

３ 業務費の積算 

（１）（略） 

（２）各構成費目の積算 

１）（略） 

２）直接経費 

直接経費は、次により積算するものとする。 

イ （略） 

ロ 旅費交通費 

宿泊、滞在を伴わない業務の場合の旅費交通費の積算に当たっ

ては、直接人件費に対し、下記表の率を乗じた額を旅費交通費とし

て積算する。 

往復旅行時間にかかる直接人件費は積算上含まれているため、

別途計上しない。 

現地条件等により下記表によりがたい場合は、国土交通省が公

表する設計業務等標準積算基準書（参考資料）第１編総則第２章積

算基準第１節積算基準１－３－３を適用する。 

区分 旅費交通費 

用地補償総合技術業務 直接人件費の２．  ８５％ 

注 （略） 

 

 

以下（略） 

 

 

 


